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○碓井委員長 それでは、時間が参りましたので、第14回「専門小委員会」を始めさせて

いただきます。 

 まず、お配りしております論点（案）につきまして、前回の皆様からの御意見や国会議

員の委員の皆様の御意見を踏まえ、若干修正しておりますので、修正内容につきまして事

務局より説明をさせます。その後、論点（案）につきまして、委員の皆様において最終的

に御確認いただき、その上で各論点についての審議を進めてまいりたいと考えています。 

 それでは、山﨑行政課長、お願いいたします。 

○山﨑行政課長 それでは、御説明させていただきます。 

 資料１に、今日は山口先生がお見えでございますが、委員長の命によりまして、私ども

で個別に先生方の間を回らせていただきまして、いただきました意見の主なものをまとめ

てございます。少し御紹介いたします。 

 例えば２ポツ目、大震災を踏まえた災害時の対応の視点について、書き加えられないか。

特に、県と指定都市の間の役割分担について当時議論があったのではないかという御意見

がありました。 

 ４つ目、「住民の協働の観点」とあるけれども、「住民自治の観点から」という方がいい

のではないか。行政と住民が対峙するような概念ではないのではないかという御意見をい

ただきました。 

 次の次、地域自治区はいいツールである。もっと活用すべきである。もっとつくりやす

いようにできないか。合併特例区のようになってもいいのではないかという御意見もいた

だきました。 

 その次、これは大阪に関連してでございますが、東京のように自主財源でやれればいい

けれども、大阪は交付団体なのだから、基礎自治体の財源を広域自治体が吸い上げること

は、より難しいのではないかという御指摘がありました。 

 その下、大阪府は、全域が連たんしている特殊性がある。基礎自治体がすべて政令市並

みの団体になって、広域自治体の機能を小さくすれば、将来の道州制移行と整合しやすく

なるのではないか。大阪市についても、むしろ人口70ないし80万ぐらいで３つぐらいの指

定都市に分けた方がいいのではないかという話がございました。 

 現行の指定都市の存する区域に特別区制度を適用すると、権限が細分化されることとな

って、行政コストが増加し、住民サービスが低下するおそれがあるのではないかという御

指摘もありました。 

 裏でございます。 

 ２つ目のポツ、特別区以外の自治体の税財政に、仮に指定都市の存する区域に特別区制

度を適用する場合でございますが、影響を与えないようにする必要があるのではないか。 

 廃棄物処理、公共交通、病院などは指定都市単独で実施するのではなく、圏域で考える

べきサービスではないか。 

 その下でございますが、東京都と特別区の関係についてでございますが、住民には、区
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民としての「おらが村」的な感覚とおっしゃいましたが、自治意識というか、そういった

ものの感覚はむしろ少なくて、都民としてが大きいのではないか。首都の特質というもの

をよく考えるべきではないかという御指摘がありました。 

 その次、指定都市という議論をする場合でも、長い間指定都市であった市と、最近指定

都市になったところで分けて議論すべきではないかという議論がございました。 

 一番最後でございますが、議員の兼職を可能とする場合、どちらの立場に重きを置くこ

とになるのか。また、議員の身分についての整理とか選挙区の区割、議員定数の考え方に

ついても整理が必要になるのではないかという御指摘がございました。 

 以上を踏まえまして、資料２でございますが、前回の御議論と国会議員の先生方の御議

論を踏まえて修正した箇所について御説明申し上げます。 

 １ページ目は変化ございません。 

 ２ページ目、２つ目のポツで「東日本大震災を踏まえ、人口・産業が集中している大都

市圏においては、大規模災害時における住民の避難のあり方、生活機能や経済機能の維持

等への対処が特に課題となっているのではないか」までが前回でございまして、これに「ま

た、大規模災害時における都道府県と大都市の役割分担の観点からも、見直すべき点があ

るのではないか」を付け加えました。 

 ３ページ、１ポツ目、「大都市における広域自治体と基礎自治体の『二重行政』とは具体

的にどのような状態を指すのか。事務の内容によっては、広域自治体と基礎自治体が複層

的にサービスを提供することが必要なものもあるのではないか」が前回でございますが、

これに「大都市の区域内での広域自治体と基礎自治体の間の事務の調整のあり方をどう考

えるか」、前回の御意見に従いまして調整をしております。 

 その下の下ぐらいでございますが、前回は「行政と住民の協働の観点から」としており

ましたが、御指摘を踏まえまして、「自治の観点から、住民がより積極的に行政に参画する

仕組みが必要ではないか」と変えさせていただきまして、その後に既存のツールでありま

す地域自治区の話が出ましたので、「地域自治区など、既存の仕組みの更なる活用や見直し

を検討すべきではないか」と付け加えさせていただきました。 

 ４ページ、「東京都以外の地域に現行の特別区制度を適用する場合、道府県と特別区の事

務配分は現行制度と同じでよいか、道府県と特別区の税源配分、財政調整の仕組み、個別

法の都・特別区に関する特例などについてどう考えるか」というものがあったわけでござ

いますが、この下に「特別区以外の自治体の税財政に影響を与えないようにする必要があ

るのではないか」を付け加えさせていただきました。 

 その下の下、「（大都市圏域全体の調整の仕組み）」でございます。前回は、「行政区域を

はるかに超えた大都市圏において行政サービスを適切に提供する観点から、広域的な事務

の調整の仕組み等は考えられないか」でとどめておりましたが、ここで御意見をいただき

ましたので、「例えば、廃棄物処理、公共交通、病院などは、圏域全体で考えるべき行政サ

ービスと言えないか」を入れておきました。 
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 ５ページ、「（大都市制度のあり方の再検討）」でございますが、その２つ目に先ほど御紹

介しました意見を入れまして、「指定都市の議論をする際に、長い間指定都市であった市と、

最近指定された市で分けて議論する必要はないか」を入れております。 

 最後のページ、前回この場で御議論があったわけでございますが、「（議会のあり方）」の

ところで、前回は「大都市の住民参加としての議会のあり方については、例えば、一定の

場合には議員が別の地方公共団体の議員を兼職できるようにするなど」としておったので

ございますが、必ずしもそういうことだけでもないわけでございます。そこで工夫をいた

しまして、「議員が別の議会の議員等を兼職できるようにするなど、新たな視点で新しいタ

イプの議会像を考えることはできないか」と付け加えさせていただきました。 

 事務局で委員長と御相談しながら修正した点は以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○碓井委員長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいま事務局から説明のありました事項について御意見等がございました

らお願いいたします。 

 よろしゅうございますか。 

 太田委員、どうぞ。 

○太田委員 最後のページの「議員が別の議会の議員等を兼職できる」という部分ですが、

これは前回の文脈がありますので、確認ということで発言させていただきます。 

 前回までの議論を含めれば、地域自治区というか、小さな、もはやそれは地方公共団体

であるのかどうかを問わない住民参加組織で、その構成員と議会の議員を兼職することも

念頭に置かれているはずだということでしたから、議会の議員といっても、その議会とい

うのは我々が考えるような地方公共団体のきちっとした議会ではなくて、もっと柔軟な、

諮問委員会のようなものであっても入るのであるという了解で書かれているということだ

け確認して、それで問題ないということであれば、この書き方で結構です。 

○碓井委員長 これは先ほど御説明のとおり、「地方公共団体」と前回なっていたものです

から、そこを修文する必要があるということでこのようにしたのですが、そうすると、こ

こも少し予断を与えるといけませんので、「議会等」という。 

○西尾会長 「議員」。 

○碓井委員長 「議会等の議員等」。議員はやはりおかしいですか。 

○西尾会長 「議員等」になっている。 

○碓井委員長 「等」が全部入っていると、前の方までかぶっていると理解していただけ

ればいいですか。議会の議員という、包括的な議会の議員の等、そういう御了解でいいで

すか。なかなか表現は難しいのですが。 

 太田委員はそれでよろしゅうございますか。御確認ですか。 

○太田委員 はい。 

○碓井委員長 では、確認させていただいたということで、特に修文はしないということ
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でお願いいたします。 

 ほかにいかがでございましょうか。 

 大山委員、どうぞ。 

○大山委員 全く内容には関係ないことで、前回申し上げればよかったのですが、１番の

「大都市圏の抱える課題」の四角の中の２行目に「地方の拠点都市」というものが出てき

ているのですけれども、１番を見ると、地方の拠点都市の話ではなくて、地方の拠点都市

については２で別に項目を立ててあるので、ここの「地方の拠点都市」というのは外して

もいいのではないかなと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○碓井委員長 という大山委員の御指摘でございましたが、ほかの委員の皆様、いかがで

しょうか。 

 御趣旨は、２でそれが出てくると。ここは冒頭に「大都市圏の抱える」となっていると

いう御趣旨だと思いますが、いかがでございましょうか。 

 太田委員、どうぞ。 

○太田委員 大山委員の御意見もなるほどとは思うのですが、１で大都市圏の抱える課題

を広くとっていると理解できないか。例えば冒頭の人口減少等社会構造の変化という論点

も、地方の拠点都市に無関係であるとは言えないのではないか。むしろ、大都市圏の抱え

る課題を広くとった上で、２番は地方の拠点都市が抱える特有の問題を書いていると理解

した方がよいのではないかとざっと改めて読んで思いました。したがいまして、あえて削

る必要はないのではないかなと思います。 

○大山委員 もうちょっとよろしいですか。 

○碓井委員長 どうぞ。 

○大山委員 もうちょっと整理すれば、大都市圏の抱える課題というのは全体に共通する

ものがまずあって、それから三大都市圏の話と地方の拠点都市の話となると思うのですけ

れども、三大都市圏の方は前にくっつけてしまっているみたいな感じなので、もう少し整

理した方がわかりやすいのではないかなという趣旨です。 

○碓井委員長 私が発言していいことかどうかわかりませんが、地方の拠点都市という言

葉は１でも２でも使っているわけですが、固有の地方の拠点都市もありますが、１の方は

大都市圏の中にも一定の拠点都市機能を持つものがある。多分こういう趣旨が含まれてい

るのではないかと思います。 

 何か事務局で整理するための視点等はありますでしょうか。 

○山﨑行政課長 当初は、一番初めに大都市圏の抱える課題を広くとろうと考えていて、

その中に例えば東京だとか大阪だとかのように人口の集積地になっている都市だけではな

いと。議論を進める場合に、例えば三大都市圏にあるといえども、そういうところだけで

はなくて、ベッドダウンとしての固有のものもあるという話でございました。そうすると、

三大都市圏の中でもひょっとすると、東京とか大阪とかというところとベッドタウンだけ

ではないところがあるのではないかと思って、実はここで広めに「地方の拠点都市」と書
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いたのでございますが、結果、いろいろ付け加えながら、削除しながらやってきておりま

すので、もし２の方で「地方の拠点都市の抱える課題」ということで書き切っておるとい

うことであれば、ここのところは先生方の御判断をいただければ、削除してもあるいは残

してもどちらでも説明はつくのではないかと思います。 

○碓井委員長 辻委員、どうぞ。 

○辻委員 ここの大都市圏という言葉を考えたときに、福岡とか札幌だとか、そういうも

のが大都市圏ということを、ここの１のところで読みたいと考えると、原案どおりがいい

と思うのですが。 

○碓井委員長 ということで、一応御理解をいただいて。 

○大山委員 こだわりませんが。 

○碓井委員長 ほかにいかがでございましょうか。 

 では、林美香子委員、どうぞ。 

○林（美）委員 前回の専門小委員会での感想を含めてですけれども、地方六団体から地

方のことを考えてほしいという趣旨の御意見も出されました。実際この案の中では５のと

ころで「大都市制度の検討に当たり留意すべき点」ということで、きちんと書かれている

にもかかわらずすごくああいう意見が出たというのは、首都圏以外に住んでいる人たちに

とっては、大都市制度の見直しによって地方はどうなるのだろうかと、すごく不安なんだ

なというのを改めて思ったのです。 

 今、５番目に入っているのですが、気持ちとしては、検討するときにはいつもこれを考

えながらというのであれば、もっと上の方に来るのか、あるいは１の前の前文的にあると

ころがありますね。そういうところに地方自治制度全体のあり方について検討する中での

大都市制度だということがもう少し明確になってもいいのかなということを思いました。 

○碓井委員長 六団体等の皆様の御心配を受けてどうするかという問題提起だと思います

が、いかがでございましょうか。 

 林美香子委員の御提案としては、例えば冒頭の黒ポツが続いているところに何か加える

とか。 

○林（美）委員 そうですね。そういうものがあってもいいのかなと前回の委員会に参加

していて思ったことです。 

○碓井委員長 今の問題提起についてほかの委員の皆様、何か特に御意見ありますでしょ

うか。 

 特に御意見はありますか。それは要らないとか。 

 どうぞ、太田委員。 

○太田委員 林委員がおっしゃったこともわかります。安心していただくという点におい

てはそうなのかと思うのですが、我々の考察はあくまでも大都市制度を中心にするわけで

す。その波及影響効果が余り悪いものでないようにという観点にならざるを得ないと思う

のです。別に地方制度の全体的見直しというわけではないと思うのです。そうすると、冒
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頭に持っていったときに焦点が絞れるのだろうかという不安があります。 

 結論としては、４番で見直しの方向性を議論するわけです。１、２、３は問題の列挙で

すので、そうなると面白くないと思われる方はいるかもしれませんが、原案維持でもいい

かなという気もします。 

○碓井委員長 ほかにいかがでしょうか。 

 それでは、今日ここで確定するのも何でございますが、５ページの５の冒頭の黒ポツに

今の御指摘の趣旨が入っているかと思いますが、少し検討させていただいて、その辺を充

実するということでいかがでございましょうか。 

○林（美）委員 はい。 

○碓井委員長 ほかにいかがでございましょうか。 

 斎藤委員、どうぞ。 

○斎藤委員 別の論点、１つだけです。 

 案の２ページの２つ目の黒ポツで、今回付け加わった分、「また、大規模災害時における

都道府県と大都市の役割分担の観点からも、見直すべき点があるのではないか」と。趣旨

はわかるのですが、この文章ですと何を見直すのかがわからない。 

 確かに大規模災害についての都道府県と大都市、どちらがどういう役割を果たすべきか

ということは地方自治法だけの問題ではなくて、災害対策に関するいろいろな法律の問題

もありますから、今日御紹介していただいた意見からすると、役割分担について見直すべ

き点があるのではないかという問題提示だと思いますので、「役割分担についても」とした

方が自治法及び関連法規を精査するといいますか、そういう観点が出るのではないか。 

 このままですと、ここのポツの横並びで見ますと、課題の提示が幾つかあって、見直す

べきとはっきり出ているのは、例えば３つ目のポツで「現行の大都市制度について見直す

べき」とありますので、その辺りとの平仄を考えてやや気になる次第です。 

○碓井委員長 御指摘どうもありがとうございました。 

 これは皆様も御異論のないところかと思いますので、「都道府県と大都市の役割分担につ

いても、見直すべき点があるのではないか」と修文するということでいかがでございまし

ょうか。 

 どうもありがとうございました。 

 ほかに何かございますか。 

 よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、先ほどの林美香子委員からの御指摘の点について最後の５の冒頭の辺りを私

の責任において修文することにさせていただきますが、それ以外ではこれでおおむね了承

が得られたと扱わせていただきたいと存じますが、よろしゅうございましょうか。 

（「はい」と声あり） 

○碓井委員長 どうもありがとうございました。 

 今後、この論点に基づきまして具体的に議論を行っていくこととしたいと存じますがよ
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ろしゅうございましょうか。 

 どうもありがとうございます。 

 それでは、早速論点の内容について審議を進めることといたしますが、当面の審議の進

め方につきましては、本日お配りしております資料３「今後の審議予定（案）」をごらんい

ただきたいと思います。 

 本日は、論点のうち課題に係る論点であります「１ 大都市圏の抱える課題」「２ 地方

拠点都市の抱える課題」「３ 大都市制度の抱える問題」の３つの項目について審議を進め

ることとし、次回以降は４番目の「大都市制度の見直しの方向性」につきまして順次審議

を進めることとしたいと考えております。 

 本日、審議を予定しております課題に係る論点につきまして補足資料を事務局に準備さ

せておりますので、その資料につきまして説明を求めることとしたいと存じます。 

 山﨑行政課長、お願いいたします。 

○山﨑行政課長 それでは、資料４を用意しております。 

 ごらんをいただきますと、初めの１ページから７ページ目までは再掲の資料でございま

す。 

 これは初めのころにお示しをしたのですが、それぞれの大都市の都市圏域がどうなって

いるか。通勤・通学10％圏を定住自立圏構想を立てるときに用いたわけでございますが、

その町で通勤・通学している人たちのすべての数を分母にとって、例えば札幌なら、うち

の町から札幌市に行っている人を分子にとる。そういうところはかなりつながりが深い圏

域であると考えられるわけでございます。 

 １ページをごらんいただきますと、札幌市は大体こういう通勤・通学10％圏域でござい

ます。 

 ２ページ、今回、災害のときにも宮城県の中で仙台市の比重が非常に高いという議論が

ございましたが、仙台市の通勤・通学圏域は、宮城県全域にかなり及んでおります。 

 ３ページ、首都圏は非常に、東京圏はかなり大きな通勤・通学圏域でございまして、東

京23区に輻輳して通っているということでございます。例えば黄色の地域は、さいたま市

の通勤・通学10％圏でもあるけれども、東京23区にも行っているという地域でございまし

て、色が付いているところは基本的に、千葉の薄いところとか、横浜のみの横須賀の辺の

ところを除きますと、大体23区にすべて通勤・通学10％圏という圏域でございますので、

かなり広い圏域が東京圏にあるということでございます。 

 ４ページ、名古屋でございます。名古屋は県境を超えて岐阜県、三重県の一部に圏域が

ございますが、おおむね愛知県の尾張地方が名古屋の通勤・通学圏で、豊田、岡崎など、

三河の方にはまたトヨタの工場とかがありまして、大きな中心性を有している町があるわ

けでございます。 

 ５ページ、首都圏に若干近うございますのがやはり関西圏でございまして、大阪・京都・

神戸・堺というところをとりましてそれぞれつくっておるのでございますが、例えば一番
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薄い黄色の亀岡、大津につきましては京都市のみの通勤・通学10％圏内でございますが、

京田辺とか京都府の中で濃いところは大阪の通勤・通学10％圏でもあるということでござ

いまして、大阪市に通っている方々はかなり広い区域から圏域として通っていらっしゃる

ということがわかる資料でございます。 

 ６ページ、広島市の通勤・通学10％圏でございまして、これは県内にとどまっておると

いうことでございまして、備後の方には別の圏域があると考えた方がいいと思います。 

 ７ページ、北九州と福岡の通勤・通学10％圏でございまして、宗像市のみは両方の通勤・

通学10％圏になっておりますが、福岡市都市圏と北九州市都市圏がきれいに分かれている

と考えられる状況でございます。 

 ８ページ、都市圏域における広域行政課題にどう対応しているかを洗ってみました。８

ページが東京都市圏、９ページが大阪都市圏、10ページが名古屋都市圏で、どういうシス

テムで対処しているかでございます。 

 例えば防災でございますと、東京都市圏は東京消防庁、都の機関があって、23区の消防

事務。更には稲城市と島嶼部を除く都内の全市町村からの事務の委託を受けて消防事務を

処理しております。災害時相互応援協定などがございます。 

 これに対しまして大阪は、大阪市消防局は大阪市域の消防事務をやっておる。守口市門

真市消防組合等、一部事務組合で大阪市の周辺市は、必要に応じて消防事務を広域で処理

しようとしている。勿論、災害応援協定等もございます。 

 10ページ、名古屋の場合は、名古屋市消防局が名古屋市域の消防事務を処理しておって、

海部南部消防組合等の名古屋市周辺市町村は、必要に応じて、消防事務を広域で処理して

いるということでございます。中部の九県一市で災害応援協定等を結んでおるようでござ

います。 

 お戻りいただきまして、衛生に関しましては、東京圏だけの特徴でございますが、東京

都が平成10年に改革をした関係でございまして、ごみ処理施設の整備とか管理運営につい

て東京二十三区清掃一部事務組合が行っておるということです。制度改正前は東京都が行

っていた事務でございますが、一般廃棄物の収集とか運搬、処理までを23区の方に移管い

たしましたので、このごみ処理施設の整備、管理運営については23区が一部事務組合でや

っておると。併せまして、最後の最終処分のところは東京都の持っている海面処分場に埋

め立てをしているということがございます。港区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区が

臨海部広域斎場組合というものを持っておりまして、火葬場とか、これに併設する葬儀式

場の設置、管理運営を行っているようでございます。こういうものは、実は、大阪圏とか

名古屋圏にはございませんでした。 

 インフラでございます。 

 よく議論になる水道でございますが、東京都は都の内部組織として東京都水道局があり

まして、これも武蔵野市、昭島市、羽村市、檜原村、島嶼部を除く全市区町村の水道事業

をやっておるということでございます。併せまして、神奈川県内は神奈川県内広域水道企
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業団がありまして、神奈川県、横浜市、川崎市、横須賀市で構成をしておりますが、構成

団体へ水道用水の供給を行っているということでございます。 

 この点が大阪では、大阪広域水道企業団が大阪市を除く府内全市町村を対象に水道用水

の供給を行っている。兵庫県の方では、阪神水道企業団というものがありまして、神戸市、

尼崎市、西宮市、芦屋市が水道用水の供給をやる一部事務組合を持っている。あと、大阪

港広域臨海環境整備センターというものがございまして、これは廃棄物の最終処分場の建

設等をやっておる。滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、京都市、大阪

市、神戸市ほか165市町村で行っているようでございます。 

 愛知でございますが、県内の市町村のうち名古屋市、清須市の一部、あま市の一部、大

治町、三河の山間地域を除く全域に水道用水を供給するため、愛知県の企業庁自体が水道

部を設けて供給をやっておる。名古屋港管理組合というものがございまして、名古屋港の

修築及び管理運営を愛知県と名古屋市が組んだ一部事務組合で行っております。 

 ８ページに戻りまして、職員の関係では、珍しいのは、東京23区は、特別区人事・厚生

一部事務組合というものを持っておりまして、人事委員会に関する事務、非常勤職員の公

務災害補償等を一体でやっております。埼玉県は、埼玉県と県内の市町村で広域連合をつ

くりまして、職員研修とか職員交流をやっております。 

 あと、その他の分野でございますが、８ページでございます。首都圏では、九都県市首

脳会議というものがありまして、任意の首長会議でございますが、東京都、埼玉県、千葉

県、神奈川県、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市というところで定期的に

こういう首長会議を開催しております。 

 ９ページでこれに当たるものは、大阪では、関西広域連合。これは関西の区域と必ずし

も一致しておりませんで、鳥取県とか徳島県が入っていたり、奈良県が入っていなかった

りしますが、こういうものがある。都市では、指定都市だけで関西４都市市長会議という

任意の首長会議を設けております。 

 10ページ、名古屋の方では、そういう意味では、２番目にあります名古屋市近接市町村

長懇談会というものがありまして、名古屋市に近接する市町村長の会議があります。名古

屋市ほか31市町村ということで、こういうものをつくっておるということでございます。 

 11ページ、都市圏域に関する分析例を付けております。 

 これは、東京都に設けられました東京自治制度懇談会というところでつくりました資料

でございます。この資料では、都市圏域を考えるときに、１つではなくて、人口密度とか

昼間人口密度、昼間人口割合、人口集中地区、商業地の地価等によってやはりある程度分

類して考えられるのではないかという考えを出しております。 

 首都圏でいきますと、Ａラインというものが、どうも先ほど私どもが考えました通勤・

通学10％圏と同じようでございますが、通勤・通学の範囲を包含している圏域。Ｂライン

が高度集積連たん区域としまして、昼夜間人口や企業の集積が高くて、市街地が連たんし

ている圏域。Ｃラインが業務機能特化区域といいまして、夜間人口よりも昼間人口が高い。
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特に企業が高度に集積している圏域。Ｄラインはコアと言っていますが、昼間人口や企業

の集積が突出して高くなる。夜間人口が突出して減少する圏域でございます。こういうイ

メージを持って議論をしております。 

 この報告書では、Ａラインにおける行政需要のイメージとして、都市・郊外間交通整備、

防災対策等を挙げております。都市圏域におけるこのような行政サービスの提供・調整を

どのように行っていくことが考えられるかとまとめておきました。 

 次のページ、Ａライン、Ｂライン、Ｃライン、Ｄラインをどう考えているかでございま

すが、この分析では、東京圏におきましては、Ａラインは横浜とか千葉の周辺も含む、大

体40㎞圏域。Ｂラインという高度に連たんした区域は、23区及び一部周辺市、15㎞圏域を

考えてございます。一部という明示がありませんが、武蔵野だとか三鷹だとか、その辺り

が入るのだろうと思います。都心８区がＣラインということで、これは千代田、中央、港、

台東、文京、新宿、渋谷、豊島という８区を考えておるようでございます。本当のコアで

ございますが、コアは３㎞ラインで、千代田、中央、港を考えておられるようでございま

す。 

 これを大阪圏に当てはめた議論をしておられまして、大阪圏の場合は、府県境を越えて

他県地域を包含する30㎞圏域が大体Ａラインだろうと。Ｂラインという東京23区プラスα

ぐらいの地域はほぼ大阪市の市域ではないか。都心８区に当たる区域が都心６行政区域５

㎞。Ｄのコアのところは中央区だけではないかという分析をしておられます。 

 札幌の場合は、通勤・通学圏とほぼ市域が一致している20㎞と書いておりますが、ここ

はちょっと私どもの分析と若干違うかもしれません。一番コア区域は中央区付近の３㎞ラ

インと考えておられるようでございます。 

 こういう分析例がありましたので、御紹介申し上げました。 

 13ページ、地方の拠点都市。これは三大都市圏を除く政策でございますが、定住自立圏

構想というものをやっております。 

 三大都市圏を除く区域で、それぞれが住みやすい圏域をどうつくるかという政策でござ

いますが、２の左に書いてありますように、中心市は人口５万人程度以上、昼夜間人口比

率１以上ということで、昼間、通勤・通学してくる人数の方が多いという地域をとっ

ております。中心市と周辺市町村が一対一で圏域をつくっていくわけでございますが、

やはり医療、福祉、地域交通みたいなものが多うございます。 

 14ページ、現在、65圏域がそういう圏域行政として議論を進めておるということで

ございます。 

 15ページ、やはり圏域の共同課題として考えておるのは、先ほどの指摘もありましたが、

65圏域全部で医療について、医師派遣、適正受診の啓発、休日夜間診療所の運営等につい

て共同してやろう。あるいは右でございますが、地域公共交通については58圏域が地域公

共交通のネットワーク化、バス路線の維持等について取り組もうとしているという状況で

ございます。あと多いのは、合同の研修とか人事交流とかマネジメント能力の強化をする
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ということで取り組んでいる部分がございます。こういうものが今、地方における圏域行

政のニーズとしてあるということを御紹介いたしました。 

 16ページ以降でございますが、これは二重行政とは何かという議論に資するためにつく

った資料でございます。 

 16ページは、地方分権改革推進委員会の第１次勧告で、むしろ国の出先との議論の中で、

国と地方の二重行政を排除するためにどういうメルクマールが考えられるかという議論で、

国と地方の場合として考えたものでございます。 

 二重行政と言われる部分で、現在の行政の分担関係がどうなっていて、それをどう解消

していこうかという議論でございました。 

 一番初めに重複型というものがございます。事務・権限が法令上、１つの主体に専属し

ておらず、国と地方自治体がそれぞれ処理することが許容されているということで、これ

は民間に対する助成・支援、調整、広報啓発などでございます。当時、分権改革推進委員

会は、これを解消する方向性としては、地方に一元化して実施することを基本として、新

たな「区分け」の線引きを行ったらどうかとお考えになっていたようでございます。 

 ２番目に分担型というものがございます。法令上、事業規模の大きさとか事務・権限の

対象範囲等によって国と地方自治体が既に一定の役割分担をしているというものでござい

ます。例えば直轄公共事業や、民間に対する許認可・監督などでございまして、大きなも

のは国がやって、小さなものは地方がやるみたいなことでございますが、こういったもの

につきまして解消の方向性としては、やはり地方に事務・権限を移譲することを基本とし

て、現行の「区分け」の線引きを地方側に見直していくということをお考えになっていた

ようでございます。 

 ３つ目、重層型でございます。これは国が専ら本府省において策定する全国的な指針と

か全国一律の基準に従って、地方自治体が事務事業を実施するものだと。介護保険とか義

務教育など、基準設定権は国にあるということでございます。これにつきましては、法令

による義務付け・枠付け、関与の見直しなどをしておくという処方箋でございました。 

 ４番目に関与型というものがございます。これは地方が実施する事務に対して、国が広

域的な見地等から調整したり、関与をするというタイプでございまして、地方自治体に対

する許認可を持っていたり、監督をしていたりする事務でございますが、こういうものは

解消の方向性としては、原則廃止することを基本として、やはり義務付け・枠付けとかの

関与の見直しを行っていったらどうか。 

 ５つ目に国専担型。現在は国のみでやっているものもあるでしょうと。こういったもの

については、社会経済情勢の変化を十分に踏まえて見直しを行うべきものを見直しを行っ

ていこうということでございました。 

 これをヒントに現在の大都市と都道府県との二重行政についてどういう分析ができるか

という試みを示したのが17ページでございます。 

 １つ同じように重複型というものを設けてみました。これは任意事務で広域自治体と基
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礎自治体が双方が実施しているとか、法定事務で双方に義務や努力義務が課されているも

のがございます。 

 ２番目に分担型。同一・類似事務について事業規模等によって役割分担をしている。 

 ３番目に関与型。基礎自治体が行う事務について広域自治体の関与が存在する。 

 こう書いてきますと、必ずしも大都市と都道府県だけの問題ではなくて、一般に基礎自

治体との問題もあると思うわけでございますが、指定都市への権限移譲がかなり進んでい

るということと、指定都市の規模能力が高くて、県並みの仕事もできるということから、

かなり顕在化している。川崎とか北九州とか浜松は違うわけでございますが、道府県庁所

在地であることが多いので、そういうところが二重行政として見えてくるのではないかと

いうことを書いております。 

 そこで若干分類をいたしました。 

 重複型にハードの重複型があるだろうと。例えば県と指定都市が同一の公共施設を整備

している状況。公営住宅だとか図書館、博物館、体育館、プールが同じ市域内に県のもの

もあり、市のものもあるということがあるでしょうと。 

 ソフトの重複型がございます。これはともに施策を実施しているわけでございまして、

例えば中小企業支援の助成だとか、商店街の振興みたいな助成ものがございます。もう一

つは、制度として、今、新たに取り組むべき制度で、みんながこぞってやるというものが

書いてありまして、地球温暖化対策とか環境教育、男女共同参画とか、それぞれの立場で

輻輳的に取り組むものがございます。そういったものがあるだろうと思います。 

 法定事務に多いのでございますが、分担型で同一または類似した行政分野において、事

業規模等によって事務・権限が分かれているということで、指定都市の側からすると、そ

こも任せてもらってもできるのではないかとなるのだろうと思います。これが都市計画決

定あるいは一級河川、二級河川の管理。県費負担教職員で言えば、給与負担と定数決定等

はいまだに道府県だけれども、任免とか給与決定等の実質部分は指定都市がやっていると

いう部分でございます。 

 関与型というものもございます。指定都市の事務処理に当たって、まだ道府県の関与が

残っているということがございます。例えば農地転用許可等につきましては、指定都市と

いえども、道府県の農業会議の事務になっている、あるいは知事の事務になっているとい

うことがございます。指定都市の市立の高等学校の設置・廃止等に関しましてもまだ道府

県教育委員会の認可がかかっているということでございます。 

 18、19ページには、具体に分類した例がございます。 

 18ページは、大阪府市統合本部がこれから議論を進めていくときに改善していくべきも

のとして、Ａ項目として経営形態の見直しをやる。Ｂ項目として類似・重複している行政

サービスの見直しを行うと掲げた資料でございまして、地下鉄、バス、病院、市場といっ

たものについて公営企業で今、やっているわけでございますが、これをどうするか。水道、

一般廃棄物、消防、港湾、下水道、大学、公営住宅、文化施設とか、こういう二重行政も
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のについては、実は、地方独法にしたり、民営化するという処方箋を書いておられるよう

でございます。 

 Ｂ項目でございますが、これは任意事務に多くて、信用保証協会を両方持っているとか、

こういう同じようなこと、同じことをやっているということを挙げておられます。これを

どちらかに片寄せをするとお考えのようでございます。 

 19ページは、日本都市センターが平成13年にやった研究でございますが、これは指定都

市事務局に設置された大都市制度等調査研究委員会、これは指定都市の地方分権担当の課

長たちがアンケートを行ってやったことでございます。そういった意味では、指定都市側

からこれが二重行政に見えるという資料だと思います。 

 行政サービスの重複提供型として私立幼稚園助成等を挙げ、同一行政事務の事務・権限

留保型として都市計画決定、一級・二級河川の管理等を挙げております。同一行政事務の

重複手続型として先ほどの農地の転用許可などを挙げてございます。類似行政分野の事

務・権限留保型として病院とか薬局の開設・変更許可についてまだ道府県の関与があると

いうことを挙げております。類似行政分野の重複手続型として、都市景観整備等を阻害す

る関係法令の見直しで、縦割の法令をきれいにすることによって関係機関との調整の労力

をなくしてほしいと言っています。行政サービス要件・基準拘束型で、まだ基準を道府県

が持っていて、何かいろいろやっているということについての不満があるようでございま

して、教科書採択に関する道府県教育委員会による指導・助言等を挙げております。 

 最後の20、21ページでございますが、これは指定都市の行政区とか特別区の議論をして

いただくときのイメージとして、それぞれの指定都市なり東京特別区なりの人口の最大、

最小、平均。面積の最大、最小、平均あるいは区の人口密度の最大、最小、平均を挙げて

ございます。 

 特徴的なところを少し紹介いたしますと、東京特別区は、世田谷区の87万から千代田区

の４万７千があるのだけれども、平均人口は38万８千である。 

 人口密度については、夜間人口で人口密度を出しますので、豊島区が人口密度が一番高

くて、千代田区は低いということでございます。平均の人口密度が１万4,386ございます。 

 実は、今回見まして、人口密度が１万を超えておるのはほかに大阪市のみでございます。

大阪市が１万1,981と、21ページの３番目でございます。大阪市の区の人口規模も最大が20

万の平野区、最小は６万１千ということでございます。 

 あと、人口密度が１万に近い密集地域と見ますと、川崎が9,990人、横浜が8,434人とい

うものがございますが、大阪市という区域は、東京23区に一番類似した区域になっておる

可能性があるということでございます。 

 以上が事務局で用意した資料でございます。 

○碓井委員長 ありがとうございました。 

 それでは、これから御意見等を伺いたいと思いますが、先ほどおおむね御了承いただき

ました、今後検討すべき論点を照らし合わせながら御意見等を伺いたいと思います。その
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際、二重行政関係の資料が結構多いようですが、もしそれについての御質問等がありまし

たら、それはちょっと後回しにいたしまして、それ以外の資料を組み合わせながら御意見

等を伺えたらと存じます。 

 ちょっと私から質問ということでもないのですが、８ページ以降を見ると、東京都市圏、

大阪都市圏、名古屋都市圏の広域行政課題への主な対応状況が一覧表になっていますが、

それぞれの御事情を抱えていると思うのですが、例えば東京の水道についてみると、西尾

会長のお住まいの武蔵野は入っていないのですね。会長は何か御存じのことがありますで

しょうか。 

○西尾会長 武蔵野の水道は、基本的には井戸水を、井戸を掘って、井戸をくみ上げた水

を使って独自にやっていたのですけれども、地盤沈下問題が出てきて以来、新しい井戸を

掘ることを禁じてきたということがありまして、井戸水の水道水だけでは足りなくなって

いますから、東京都から原水供給を受けているのです。現在は年平均をすればほぼ半々で

はないか。自前の水が半分、東京都から配水されるのが半分。夏場になると使用量が多い

ですから、東京都からの配水の比率がもっと高いとなっているのが現状です。 

 東京都の方は一元化したいということで全市町村に対して呼びかけているわけです。そ

れにずっと武蔵野は抵抗し続けてきたということですが、それにはいろいろな配慮が武蔵

野側にはあります。最大の理由は、一元化したら一遍に水道料が上がるということです。

そのことに市民が納得してくれるかどうかということが一番の問題点だったといっていい

と思います。そのほかにもいろいろ市側としては理由はあったのですが。 

 しかし、いろいろ事情がありまして、最近は一元化にこたえようという方向で都と市の

話は進んでいると思います。いずれ、近い将来、武蔵野は一元化される状況だと思います。 

○碓井委員長 そうしますと、広域的な課題というものも、地図の上で単に広さだけで塗

ってみて、こうすればいいとかそういう問題でもなさそうだということが今の一例からも

わかるような気がいたします。 

 委員の皆様、どうぞ。 

 伊藤委員、お願いします。 

○伊藤委員 これは意見というよりも感想めいたことですけれども、最初に通勤・通学10％

圏のお話がございまして、やはり幾つかの都市圏を見ると、大きく３つぐらいに分類でき

るのかなと思います。 

 課長のお話にもあったのですけれども、１つは首都圏と関西、近畿圏でございまして、

複数政令指定都市があるということと、複数の都府県にまたがって通勤・通学10％圏が非

常に広範に広がっているという都市圏です。他方で、広島や仙台、札幌、北九州、福岡は

同一の同県内で、その周辺地域から通勤・通学10％圏が構成されているということで、か

なりそれぞれの都市圏の自立性が高いようなところ。これが地方拠点都市と言えるかどう

かはまたいろいろ議論があるかもしれないですけれども、そういったところですね。それ

に対して名古屋というのはやや中間的な形態なのかなと思っておりまして、県を超えて通
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勤圏が広がっているということですし、都市の規模もかなり大きいということなので、大

きく分けると、都市圏の形態からすると３つぐらいに分類できるのかなと思います。 

 １つ気になっているのは、先ほどの論点の案についても出てまいりましたけれども、地

方の拠点都市というものをどこまで対象として考えるかということです。今日いただいた

資料では札幌ですとか仙台ですとか、かなり大規模な都市を考えているわけですが、例え

ば県庁所在都市レベルで中核市のレベルの都市が幾つかあると思いまして、それも周辺地

域からの通勤・通学圏を一定程度構成しているところがあると思います。 

 定住自立圏のお話もございましたけれども、中間的な形態の都市の構造についてもう少

しデータがいただければと思います。どこまでを対象とするかはこの専門小委員会でずっ

と議論になっていますけれども、一応、中核市や特例市という話も出ているということを

考えると、定住自立圏というところとこの大都市圏に加えて、中間的な形態の都市という

ものも少し対象として検討する必要があるのかなというのが１つです。 

 あと、これはもしかしたら先走った議論かもしれませんが、一番最後に御紹介いただい

た住民自治と区の関係で、御説明の中で、区の人口密度の点からすると、特別区と大阪市

ということがございましたけれども、これは区の数によってどうにでもなるというと失礼

ですけれども、大阪は24区あって、それぞれの区の人口密度から考えると、数値的にはど

う理解したらいいのか。区の平均でとられてもちょっとどうかなというのが個人的な感想

です。 

 以上です。 

○碓井委員長 どうもありがとうございました。 

 ただいまの伊藤委員の御発言のうち、資料をということですから、それは応じていただ

けるものと思いますが、岩崎委員にかねて御発言いただいたようなことからしますと、特

例市などは大都市と感じられないという御発言もあったのですが、ちょっとその辺何か、

余り先に進んでからストップがかかってもあれですが、岩崎委員、何か御発言ありますか。 

○岩崎委員 ありません。 

○碓井委員長 今のことはいいですね。 

 どうぞほかに。 

 畔柳副会長、お願いいたします。 

○畔柳副会長 今日の資料を拝見して、やや原点的といいますか、問題意識でちょっと発

言をさせていただくと、大都市問題と銘打ってありますけれども、一種の広域経済圏とい

いますか、その形でいろいろな関係が深まっているのだなということがわかる気がします。 

 そういう意味で申しますと、いわゆる都道府県という区域の単位といいますか、前から

申し上げているとおり、国という基準、基礎自治体という国の間に都道府県が明治以来あ

って、これが後で議論ということもありますけれども、合理化といいますか、二重行政や

三重行政の中で色濃く１つの区域としては厳然として存在する中に、今後のとらえ方とし

ての大都市を中心とする広域経済圏としてとらえたときには、一体どういう合理性が存在
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するのかがどうしても気になるところであります。 

 今後、日本全体の課題の財政の改革と、これは税金の効率的な運用と成長政策を都市を

中心にやっていくという、そういう課題の中で物を考えたときに、合理化はさっきの二重、

三重行政の問題もあるとして、成長というための施策を打つためにも何かがネックになっ

ているのではないか。成長のための施策を打つためのネックになっているような問題を発

見して、是正して、そしてグローバルな問題意識で、より成長させて雇用機会を拡大して

いくという問題意識が必要ではないかという感想を持ちました。 

○碓井委員長 ありがとうございました。 

 ただいまの問題提起について関連しての御意見等ございませんでしょうか。 

 西尾会長、お願いします。 

○西尾会長 副会長がおっしゃったことに何の異論もないのですけれども、全く別の角度

から見るという見方もあるかと思っているのです。 

 私は、高度経済成長期以来、非常に急速な都市化現象を日本は経験いたしまして、大人

口移動をしてきたわけです。空間的な移動をしてきた。要するに、農山村から都市への人

口集中ということがずっとこれまで続いてきたわけですけれども、これに３つぐらいのレ

ベルがあるという感じを持っているわけです。 

 １つは農山村、漁村から地方の都市へ人が集まるという形態です。これが一番基礎にあ

る形態です。しかし、地方の都市でさえどんどん人口が減少する状況にあるわけで、その

次のレベルとして、地方の中小都市から地方の大都市へ人口が集中するという１つの流れ

がある。九州で言えば、福岡、博多に集中するとか、北海道では札幌に専ら集中してしま

うといった大規模地方中核都市と言われるところへ人口が集まっていくという２番目のレ

ベルの集中があるのではないか。３番目に、もっと全国的に見ると、三大都市圏へ人口が

集中していくという、地方の大都市でさえなかなか発展はできない。人口増というものは

図れなくて、三大都市圏へ人口が集まっていってしまうという流れがあった。これが三大

都市圏時代と言われた時代の姿ですけれども、その後、全国総合開発計画でも東京一極集

中を言われるようになったわけで、一番頂点にある人口集中は東京圏への人口集中という

ことになっているわけです。大阪でさえ地盤沈下を起こすという現象が頂点にあるという

ことだと思うのです。 

 私は、最底辺の農山村、漁村から地方都市への人口集中という一番基礎的なレベルでの

人口の遍在ということにどう対応するのかという課題こそが平成の市町村合併の課題だっ

たのだろうと思っています。平成の市町村合併の結果、かなりの市町村の統合が行われま

して、そして、かなりそこのレベルの是正は済んだのではないかという気がしています。

ただ、全部が理想どおりの形態になったというわけではありません。合併をしないという

決断をしたところもあれば、できなかったところもありますし、さまざまあります。 

 その結果、そういうところをどう処理するかというので定住自立圏などということが起

こっているのだろう。そういう形を更に補う、市町村レベルの広域連携を何とかもう少し
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機能するものにしていきたいという発想があるのだろうと思うのですが、その二段階以上

のレベルの話というと、もっと全国的な人口集中の問題なのです。 

 それに対応しようというのが都道府県合併論だとか道州制論だという議論ではないか。

だからこそそういう議論が盛り上がってきているのだろうと、副会長がおっしゃったとお

り、広域自治体の姿がこのままでいいのかという問題にまできているのだろうと理解して

います。 

 ただ、私は、そういう人口集中をしたのは、人口が出ていってしまったという地域、逆

に言えば、都市は人口を集めてしまった地域です。人口を集めてしまった都市は、人口を

吸い取られた地域に対して責任があるのだと思うのです。その地域が言わば「後背地域」、

荒れ果てた地域ではなくて、後ろに控えている地域という、ヒンターランドという意味で

すけれども、ヒンターランドに対して中心都市は責任を負わなければいけないのだろうと

思うのです。 

 だからこそ合併をするとか、しないにしても、周辺の町村まで中心都市がサービスの面

倒を見るという制度を考えなければいけないということになってきたわけです。そういう

言い方をすれば、東京圏は全国に対して責任を負わなければいけないという位置にあると

いうことだと思うのです。 

 ですから、ヒンターランドに対する責任を大都市圏はきちんと果たしながら自分の発展

を考えるという両面が必要だろうと。成長を推進する地域であると。だから、大都市に何

とか活力を持たせなければいけないのだというのもそのとおりですけれども、それによっ

て犠牲になっている地域、逆に言えば、その都市を支えてきた地域に対してどうやって責

任を負うのか。そのことを念頭に置きながら制度はすべて考えるべきではないかというこ

とを思っています。 

○碓井委員長 どうもありがとうございました。 

 ほかにいかがでございましょうか。 

 伊藤委員、どうぞ。 

○伊藤委員 先ほど私の発言で、住民自治と区関係のところで私は完全に誤解しておりま

したので訂正いたします。人口密度の平均というのは下に注がございまして、全市域の平

均値だと。私は各区の平均の平均値だと完全に誤解しておりましたので、訂正いたしたい

と思います。失礼いたしました。 

○碓井委員長 いかがでございましょうか。 

 辻委員、どうぞ。 

○辻委員 私も幾つかこの資料と今までの議論に関してコメントできればと思います。 

 今回出された資料のうち11、12ページでＡライン、Ｂライン、Ｃライン、Ｄラインと分

けるという話。これをつくったときの印象ですが、特にこの中で話題になったのはＤに相

当する部分です。東京は都心３区を中心にこれが存在していますが、これに相当するもの

は、ほかの都市にあまり存在しなかったのです。あえて言うと大阪の中央区の一部にそれ
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が相当するというぐらいになっていまして、ここにかなりの差がある。しかし、更にこれ

に相当するようなものは名古屋も含めて他の都市には存在しないということで、東京圏と

大阪圏とそれ以外のところに、それぞれ、かなりの経済集積度の差があるということです。 

 したがって、現在、東京は不交付団体で、大阪は交付団体、それ以下も基本的には交付

が多くなってきているという形になっていまして、大都市の集積度に関して、東京が断ト

ツで、その次がかろうじて大阪で、それ以下に現実問題で結構大きな差があるのだという

のが１点でした。 

 ２点目は、これをつくったときはまだ大阪都構想その他がほとんど議論になっていない

ときだったのですが、これをつくったときのイメージで言うと、Ｂ、Ｃに相当するところ

はやはり１つの都市経営をした方がいいのではないかということでした。これに対して、

Ａは要するに広域調整なり、広域連携で済むのではないかという話で、そのときはＢ、Ｃ

の部分、都の管轄している部分については、都が何らかの形で大都市経営をする必要があ

るのではないかという議論でした。従って、この作図をしたときは、大阪は基本的に大阪

市の市域にＢ、Ｃラインがとどまっていまして、本当にこれ以上拡大してどのぐらい大都

市経営をする意味があるのかということが問題提起されていたということになります。 

 Ａのところがどこまで広がるかは、これをつくったときにそんなに力点を置いてやらな

かったので、もしかすると、Ａを周辺市町村までカウントすると、今回、総務省さんで出

されたものと等しくなるかもしれないという気がします。いずれにしましても、大都市の

構造全体は、今後、一体的な大都市経営が求められる範囲と、いわゆる連携で済む範囲と

を考える上で、大きい要素になるのではないかと思いました。 

 先ほど西尾会長の方から多摩の水道の件を指摘されましたが、昔は、多摩地域について

は武蔵野だけではなくて、独自の水道を持っているところが多かったのです。それは、く

み上げ方式が圧倒的に安かったので、少なからぬ団体が独自にやっていたのです。 

 しかし、独自水道でやりますと、どうしてもまとまった職員数が最低限度必要になるた

め、人件費が高くなりがちになったり、技術革新が進んでも規模の経済性が発揮されなか

ったりして、総体的に費用面で見ても、東京全体広域でやるのと、独自水道をやるのに従

来ほどの差がなくなってきていると聞いています。こうした事情もあって、少しずつ東京

都水道局の範囲が拡大してきました。水道サービス供給の技術革新などもありまして、あ

る程度大きい範囲でカバーしていないと、効率化・高度化が発揮できない側面が広がって

きているということです。 

 水道というと、本来は基礎自治体の最も中心的な業務のはずですけれども、そういうも

のも技術革新の中である程度、広域化していないといけないという１つの象徴的な事例で

はないかと思います。 

 それから、先ほど畔柳副会長から問題提起していただいた産業関連の施策に関していい

ます。これはその次の二重行政に関する部分にも関係してくると思うのですが、産業政策

ですとか、企業誘致政策をやったときに顕著に出てくるのですが、どこに立地させるかと
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いうことが非常に大きな課題になります。 

 特に最近は企業誘致に関してはかなり思い切って補助金を出して、事実上の税の減免策

をとるということが行われるようになっていますので、その企業が果たしてどこの地域に

立地するかが、今まで以上に重要になってきています。 

 そうした中で、大都市の側からすると、結構な税収は自分たちのところから出している

にもかかわらず、どちらかというと県土全体の発展という見地から、肝心の大都市内部に

おいて企業誘致の恩恵が少ないのではないのかと、いわれることがあります。ここをどう

考えるかです。 

 もう一つは、いわゆる行革効果の部分です。指定都市の部分もさることながら、道府県

部分については、直接サービスを受けている実感がない割には依然として知事部局がたく

さんの職員を事実上、抱えているのではないかと、指摘されることがあります。この部分

をどう考えるのか。 

 したがって、指定都市部分なども含めまして、どこにより行革の余地があるのか。更に、

民間投資に向ける部分があるのかということも併せて検討をする必要があるのではないか

と思いました。 

 以上です。 

○碓井委員長 いろいろな論点を取り上げていただきましてありがとうございます。 

 ほかに御発言ございますか。 

 太田委員、どうぞ。 

○太田委員 ちょっと表を見ながら考えていて、もしおわかりになるのなら教えていただ

きたいのですが、そうでなくても、今後我々が考えた方がいいかと思う問題について少し

お話させていただきたいと思います。 

 Ａラインとして引かれた、おおむねお出しいただいた通勤・通学10％圏に当たるだろう

と言われている中の行政需要のイメージとして、11ページを見ますと、都市・郊外間交通

整備があるわけです。それは一般論として考えれば私もそうだろうと思うのですが、伊藤

さんの言われた、一番最初のクラスにある大阪、堺といった近畿圏のものと東京のものが、

そうすると一番広域でその問題を調整する機構が必要になるであろうと思われるにもかか

わらず、実際にやっている広域調整の方では交通に関するものがないのですね。インフラ

は水道が主力であります。 

 これは一体何を意味するかです。１つは、大都市圏というのは、要するにプライベート

の交通企業が発達しているので、計画部分が余りないというのは考えられるのですが、他

方で道路の整備のようなことを考えると、それだけで説明がつくかがよくわからないわけ

です。 

 比較の対象として適切かどうかわかりませんが、15ページの定住自立圏のところを見ま

すと、公共交通のネットワークとかインフラ整備、インフラになると少ないのですが、や

はりそこそこの圏域は定住自立協定を結んでやっているのです。 
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 ということは、交通関係について整備する需要はあるはずだけれども、それに即した仕

組みがうまくいかないということなのか。多分、このぐらい広域になると国がやるべきな

のか、あるいは広域地方公共団体の連携、すなわち県レベルでの連合が組まれるべきなの

か、あるいは大都市の連携でやるのかという部分がはっきりしていない可能性があります。 

 そう考えると、連携して処理するべき需要は何かをもう少し掘り起こす必要があるとい

うのと、その処理の仕組みとしてだれがどの仕組みで連携するかを議論する必要があるの

ではないか。Ａラインのところでの何か行政需要の調整を考えるということになると、も

うちょっと突っ込んだ資料が出てくればほしいなというのと、議論をするための手がかり

をどこかでつくっていただければと思います。 

○碓井委員長 今の点は御存じの方がひょっとしていらっしゃると思うのですが。 

 私は最近の知識を持ち合わせておりませんけれども、都道府県をまたがるような鉄道整

備は勿論です。幹線的な道路は多分、形式上、国の権限が大きいから、しかし、事実上、

そのプランをつくるときにはその地域の地方公共団体が関与しているわけですので、そう

いう意味では、何重もの重なりの上にでき上がっている行政分野ではないかなという気が

しているのです。 

 どなたか、詳しい方。 

 辻委員、御存じでしたら。 

○辻委員 委員長が言われたとおりで。 

○碓井委員長 私の印象で申し上げているのですか。 

 西尾会長、どうぞ。 

○西尾会長 詳しい人と言われると発言できないのですが。ここではどなたもいらっしゃ

らないのではないかなと思うのですが。 

 公共交通というときに、定住自立圏や何かのレベルで問題になるのはバスなのです。し

かし、大都市圏で公共交通と言えば鉄道です。ところが、あなたのおっしゃるとおり、鉄

道は明治以来、私鉄の経営もすべて認可をするのは国がやってきて、自治体には権限がな

かったわけです。ですから、自治体は、大都市が自分で地下鉄をやるというようなことは

始めましたけれども、私鉄に対してもJRに対しても全く指揮権が何もないということです

から、自治体には調整する権限もない。したがって、独自に地下鉄を引くか引かないかと

いう決断をしてきた。今、東京では、地下鉄にも営団の地下鉄と都営の地下鉄とあります

から、これを統合したいなどという話が現在でも起こっている。 

 大阪で言えば、大阪の市営の地下鉄と私鉄とをつなげるとか、東京の地下鉄もみんな私

鉄と相互乗り入れでつないでいますけれども、ああいう形で、大阪圏でも大阪の地下鉄を

延ばしていくのか、市域外まで延々と延ばしていくのか、私鉄と連結するのかとか、JR線

とどう結ぶのかということが問題ですけれども、これは問題としては大阪はあるわけです。

しかし、大阪市にもどうしようもないし、大阪府にもどうしようもないという問題になっ

ている。そういうことだと思います。だから、課題としてはあるのですが、自治体が背負
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えない仕組みになっているという問題だと思うのです。 

 道路の方になってくると、おっしゃるとおり、市も県もそれぞれに分担していますから、

道路は自分でやれるわけですが、特に大都市圏で問題になるのは環状道路です。東京圏も

これが十分に整備されなくて、今でもまだ営々としてやっているわけですけれども、大阪

でも環状道路が大きな問題だと思います。 

 環状道路は市が権限を持っている部分と府が持っている部分とか国が持っている部分と

かがあるわけです。極めてややこしいのです。都市計画の決定をするのはどこにあるかと

いうと、大阪の場合にはほとんど大阪市にある。大阪府が自由にできない。そこに苛立ち

を持っているという問題だと思うのです。 

 ですから、非常に複雑な話ですけれども、そういう個別法の仕組みの権限の分担関係ま

で整理するという話を一つひとつ片付けていかないとなかなかいい仕組みはできないので

はないかなと思います。 

○碓井委員長 どうもありがとうございました。 

 ただいま提起された問題は、今後の私たちの報告なり何なりにおいても注意すべき点に

なろうかと思います。 

 ほかに御発言ございますでしょうか。 

 それでは、まだ戻ることあるべしということで、先ほど留保しておりました二重行政も

含めて御議論をいただきたいと思います。 

 林美香子委員、どうぞ。 

○林（美）委員 今の西尾先生のお話にも出てきましたけれども、例えば19ページのとこ

ろで二重行政についての分析が出ているのですが、都市計画決定とか農地の転用許可とい

うものが二重行政になっている。なぜそうなったかという原因もいろいろ調べているもの

でしょうか。もし原因というようなことがおわかりなものがあったら教えてほしいと思っ

たのですが、いかがでしょうか。 

○碓井委員長 山﨑行政課長、何かありますか。 

○山﨑行政課長 基本的に、まず、農地転用とかでしたら、農水省が農地転用の許可権限

を持っているという世界がまずあって、それについて狭い部分の農地転用については県に

させますよという体系があって、その体系を指定都市の方は十分に自分たちの規模能力が

あるのだけれども、農水省からは、全体の農地の管理の問題なので、こういうことについ

て県がやるべきだと役割分担を与えられているということだと思うのです。だから、農地

の総量管理を農水省なり国はやっていますので、そのときに総合的に農地を確保するため

の権限の留保は都道府県までに任せておいて、そこに農水省は関与するという体系を持っ

ているということだと思うのです。 

 都市計画決定にしましても、広域的な観点からの都市計画については、やはり広域自治

体の都道府県に留保するという部分をかなりつくっておるということなので、その辺が事

業との関係でいけば、指定都市の側は都市計画事業という意味では十分にやれる能力もあ
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りますし、それからすると全体のことを指定都市がやりたいなどということもあるのだろ

うと思います。 

 そういった意味で、もともとの権限が国の側にあって、どこまで権限を移譲しゆだねて

くるかという過程の中で今、この状態になっておるのではないかと思われます。 

○碓井委員長 どうもありがとうございました。 

 ほかにいかがでございましょうか。 

○西尾会長 よろしいですか。 

○碓井委員長 西尾会長、どうぞ。 

○西尾会長 私はなるべく発言を控えるべきだと思うのですけれども、皆さんから余り出

なかったので申し上げたいのですが、地方自治制度という議論で始めますと、基礎自治体

である市区町村をどうするかとか、広域自治体である都道府県をどうするかという議論に

ならざるを得ないのですけれども、実は、大都市圏という問題はそのどちらでもないとい

う範囲に入っているものがあるわけです。東京圏は都道府県の区域も超えて大東京圏とい

うものが広がっているということですし、大阪の都市圏も府県の区域まで超えて広がって

いるという例だと思います。名古屋ですと府県域はおおむね超えないとか、その他の大都

市だと超えてはいないという姿になっているわけです。 

 大都市圏、この図で言うと、通勤・通学10％圏という区域で出てきた範囲がいわゆる大

都市行政問題だと思うのですけれども、大都市行政問題にこたえる行政制度というものは、

この日本はつくってこなかった。一貫してつくってこなかったということなのです。すぽ

ーんと真ん中に落ちている課題だと思うのです。 

 戦後やってきたことは首都建設法をつくり、首都圏整備法をつくりという対応をしたわ

けですが、それは関東七県、関東地方と言われる区域全体を首都圏として抑えているわけ

です。これに倣って近畿圏という整備法ができて、中部圏の整備法ができてという三大都

市圏を含んだ圏域について特別な整備法ができましたけれども、いずれも地方ブロック単

位を範囲にしてしまっているわけです。実は、東京圏というのならば一都三県の中におさ

まっているわけです。一都三県を特に扱うという制度はつくらなかった。大阪についても

そういうことはつくらないできたということですけれども、今になってみると、通勤・通

学圏で府県を超えたという圏域で見ると、東京は物すごく大きな圏域ですが、一都三県に

ほぼおさまっているという圏域です。北関東の三県は余り入らないけれども、一都三県内

におさまっている大都市圏だということになります。 

 しかし、大阪圏はこの図で見ても、大阪府、兵庫県、京都府だけではなくて、奈良県は

勿論滋賀県にまで及んでいるという圏域になっているわけで、近畿圏の範囲にほぼ広がっ

ているのですね。そこで、これからこういう大都市圏の広域自治体の区域を超えた行政課

題に関して何かの新しい仕組みをつくるといったら、大都市圏政府をつくるか、大都市圏

に対応した何かの仕組みを中間的につくるか、何かの工夫をしなければならないのでしょ

うけれども、その問題が今、論議されている道州制問題と非常に複雑に絡んでくるわけで
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す。 

 東京について言えば、道州制をやったときに、将来そういう構想が実現されるとすれば

どういう姿になるのだろうというときに、関東圏で考えているのか一都三県範囲の東京圏

道というようなものを考えていくのならそういう道州制ができる、道州政府ができれば東

京問題を包括的に扱う自治体が新たにできることになるのですけれども、本当にそうなの

かどうかよくわからない。 

 大阪で考えると、やはり関西州、関西道みたいなものをつくれば１つの解決手段になる

のかなというイメージがありますね。それがそういうことで解決せざるを得ないというの

は東京圏と大阪圏ではないかという感じがする。それをどういう形で問題を処理していく

のかというので、従来余り議論がなかった大都市圏域を抑えた仕組みを何か考える必要が

あるかどうかという議論だと思います。 

○碓井委員長 会長から大変整理された問題提起がありましたけれども、これに関連した

御意見等ございませんでしょうか。 

 太田委員、どうぞ。 

○太田委員 ありがとうございました。 

 最初の10％圏を見た図の問題と関連してお伺いさせていただきたいのですが、要するに

広域連合とか組合とか連合の仕組みはあるわけですね。ですから、もしそれが機能しない

のであれば、ある意味、強制的にある種の事務については、これこれをアクターとして、

構成団体として連携せよと国の方から制度化するということは考えられるのですが、その

前提として権限がないと困るのですね。 

 例えば道路にしても水道にしても、権限の所在を明確に切り分けることが前提にならな

いか。それをなしに仕組みだけでうまく議論できるのかという疑問がありまして、それで

最初の西尾先生にお教えいただいた質問になるのですが、仕組みだけではうまく議論でき

ないとすれば、特定の権限をどこかへ集中させて、その上で連携させる、ないしはその権

限を持つ特別の地方公共団体か大都市圏域専門の組織をつくるということになるのでしょ

うか。せっかくでしたらもう少し教えていただければということですが。 

○碓井委員長 西尾会長、どうぞ。 

○西尾会長 東京圏については資料にも出てきましたけれども、一都四県と政令市がすべ

て参加して九都県市首脳会議というものができているわけですけれども、これはかなり機

能してきた組織だと思うのです。これがずっともう少し広範囲に恒常的にさまざまな問題

を扱う組織に発展していけば、一種の東京圏における広域連合的なものに発展する可能性

があると思うのです。そういう意味では、基盤は東京圏については既にある。 

 関西については関西広域連合が完全な形ではないにしろスタートしているわけですから

それが今の１つの問題は奈良県が入っていないとかという問題がありますけれども、何よ

りも、まだ今のところ政令市が加わっていないのです。それが加わってくれば東京におけ

る九都県市に近い体制ができ上がるということだと思うのです。そのことが１つ。 

、
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 おっしゃったように、仕組みをつくるのと必要な権限を下ろすのとどっちが先だと言わ

れると、どっちも必要ですけれども、先ほど来話題になっているような鉄道に関する権限

とか、公共交通に対する認可権とか、監督権とか、そういったようなものから大都市圏で

必要なものを全部国からないし県から権限移譲させるということを全部解決してからと言

っていたら、なかなか解決がつかないのではないかと思うのです。 

 それよりも、権限を下ろしたら地元が一体何をしたいのか。どうしたいのかという構想

自身がないわけです。東京圏についても大阪圏についてもないのだと思うのです。それぞ

れ大阪市はこう考えてきた、大阪府はこう考えてきたというものはあるにしろ、みんなで

合意できるような、圏域全体をこうしていこうという合意は全くできていないということ

ですから、仕組みができて、自分たちが権限を持っていることについては、では、こうし

ようという合意が成立したらやる。しかし、今は自分たちに権限がない、国がまだ握って

いるというものについて大阪圏はこうしたいのだと。したがって、この権限をよこせなの

ですね。あるいはよこさないにしても、国自身がこれに沿ったようにやれというプランを

つくるということが可能になりますね。仕組みができれば。大阪圏の整備発展計画という

ものをつくる、東京の九都県市で東京圏の全体を包括した計画を策定して、国もこれに従

ってほしいというものをスタートすることからまず始めるという順番もあると思うのです。

最終的には両方がそろうことが理想形態だと思うのですけれども、どっちかからという議

論ではないのではないかという感じはします。 

○碓井委員長 ほかにいかがでしょうか。 

 小委員長の私は発言を慎んでいた方がいいのかもしれませんが、今のせっかく大事な議

論だと思いますので、私の意見というよりは、ひょっとしてこういうことを述べる方もい

らっしゃるかもしれないという趣旨で発言させていただきます。 

 今の問題は、どうしても、全国的な議論からすると道州制の議論とどう絡み合うかとい

うことに発展しやすいのですが、既存の制度と絡めますと、一定の目的を持つ広域連合を

結成した場合には、そういう広域連合にはこれこれしかじかの今、国が持っている権限を

与えますというようなことを、それは個別法になるわけですが、そういうものを制度化し

ていけば、ひょっとして大都市圏のそういう重要な課題にはこたえられるかもしれない。

ただ、それはまた全国ですから、そういう提案については足を引っ張るところも出てくる

でしょうし、なかなかうまくいくものではないのですが、ある意味では暫定的な、よく実

験法律などという言葉があるようですが、そういう意味でも考えてもいい事柄かもしれな

いという気がします。 

 どうぞほかにも皆様から御意見等がありましたら。 

 斎藤委員、どうぞ。 

○斎藤委員 今の点に関連すると思うのですが、現在でも広域連合の側から国に対して権

限の移譲を要請するというところまでは入っているわけですから、小委員長がおっしゃっ

たこともそこから更にバージョンアップしていけば十分考えられると思います。 
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 ただ、そういう仕組みと権限の話が今、新たにどういう仕組みをつくって、新たにどう

いう権限を下ろすかというお話になりましたが、それ以前に例えば都市計画について考え

ますと、会長がおっしゃったように、都道府県を超えた範囲での、例えば鉄道を引くこと

に関連しての都市計画を考えますと、それはやはり現在の制度だと都道府県で切れてしま

う。県なら県が整開保について定める。 

 だから、そこを九都県市の会議あるいは関西の広域連合で何か一体的に現状でやれるの

かやれないのか。もしやれなくて、しかし、圏域で一体でやった方がいいという場合には

新たな仕組みが必要だと考えます。ただ、その場合、注意しないといけないのは、それ見

たことか、都道府県なり県どうしの合意ではやれないから、やはり大都市圏については国

がやるのだということで、三大都市圏なり、首都圏なりについて各事業官庁のいろいろな

決定権限、上からの調整権限の強いものが残ってしまうと現在の議論の方向性と齟齬しま

すし、将来的に道州制を考える場合も、自発的な道州制というよりは国が主導した道州に

なってしまうので、そこは問題が残るところだと考えます。 

 それから、先ほどの圏域の中でどういうラインで考えるかというときに、都市計画で考

えますと、連たんしたところについて一元的な自治体があれば、それは都市計画について

は比較的やりやすい。ですから、現状でも例えば先ほど出てきた資料でＢラインについて

基礎自治体の範囲と一致するのであれば、そこで大都市的な観点からの都市計画というこ

とは考えやすいのは確かだと思います。 

 ただ、そのときにそこが全部一元的にやってしまっていいかというと、非常に人口が集

中していて、なおかつある程度の広がりを持っているのであれば、より住民に近いところ

で決定したいという種類の都市計画もある。例えば景観の独自性とか、都市的な中での環

境保全とか。そうすると、ある程度はそういった一元的な自治体が持っている中で、より

即地的な都市計画について権限を持った団体なり組織がないと回らないものもあると思い

ます。 

 ですから、二重行政の資料の中で分担型というものが問題だという指摘が幾つかありま

すが、ものによっては分担型にならざるを得ないものもあるのではないかと考えます。 

○碓井委員長 どうもありがとうございました。 

 ほかにいかがでございましょうか。 

 辻委員、どうぞ。 

○辻委員 二重行政の部分について幾つかコメントしたいと思います。 

 まず、二重行政の部分に入る前に、先ほどから大きな道州の話と、それまでの話があっ

たと思うのですが、ちょうど先ほどの東京の11、12ページの図を見ていたときもそうです

が、結局、Ａラインのところには広域連携、場合によっては道州のようなものも考えられ

ないかという想定でこれは考えたわけですが、そのときに一番大きい課題になったのは、

結局、ＢとＣのようなところで仮に大都市経営をして、事実上、広域自治体が市町村の一

部も代行しているという事業体があったときに、本当にそれが道州みたいなものと両立す
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るかどうかということです。 

 先ほどの大阪の図を見ると、大阪府市統合構想もやると同時に関西広域の扱いもしなけ

ればならないというのはイメージ的にはわかるのですけれども、結局、その場合に広域的

に本来なら基礎自治体で完結すべきものも広域自治体の中でやっていて、その上に更に道

州が存在するイメージになったときに、本当に広域自治体として、基礎自治体として明確

に経営し切れるのかどうなのか。ここのところが大きな課題になるのではないかというの

が１点あります。 

 ２点目で、これが二重行政に係る部分です。特に今回、都市センターで提起していただ

いたのは平成13年のときの資料なので、この後、それこそ権限移譲と義務づけとかの見直

しの中で結構改善されるものも多かったと思います。 

 私はその典型に都市計画決定が入っていると思います。都市計画決定は相当移譲されま

したので、今、指定都市の中でも道府県に対してはそんなに強い不満がなくなっているの

ではないかと思います。むしろ不満は、先ほど小委員長が言われましたとおり、国の事業

認可の問題です。また、交付金制度も整備されたので、一部の個別補助金に比べると大分

使いやすくなりましたけれども、補助金の問題であったりします。事業認可や補助採択の

問題を除くと相当やりやすくなっていると思うのです。一方、農地はそこまでいっていな

いというのは事実だと思います。 

 しかし、指定都市の側からすると、更に分権ということになると、今の道府県から何を

もらうというよりも、論点としては国からどの程度、権限移譲してもらって、一括して業

務をやれるかどうか。ここのところの方がむしろ大きな観点だと思うのです。道府県の方

も指定都市とけんかするというよりも、かなり指定都市の意思を尊重して行政をやってい

るので、かつてほど激しい対立関係はないように私自身は思っています。 

 そうした場合に問題になるのは、かなり尊重してやってはいますが、結果として法人二

税は県が集めているし、県議会も存在するし、知事部局でそれらに従事する職員は結構大

量にいるわけです。ここの部分について今後どうしていくか。つまり、尊重していればい

るほど、大都市部分と府県部分も含めてどうやってよりスリムな行政体制にしていけるか

ということを、やはり考えていかなければならないと思います。 

 もう一つ、今回出された資料の中で、例えば８、９、10ページという形で、要するに広

域行政でやっているというものが現実問題であります。この広域行政でやれているものに

ついては一応やっているのですが、問題はこれが効率的にやれているかどうかが１つ大き

な論点であるのではないかと思います。昔からやっている事例でいきますと、例えば港湾

管理があります。港湾管理は広域自治体の方でやっているところもありますし、指定都市

単独でやっているところもありますし、県と市が一部事務組合をつくってやっているもの

もあります。 

 これは私が若いときにケーススタディをしたのでちゃんと検証していないのですが、私

が見たところだと、広域自治体が単独でやっているものもまあまあだし、指定都市が単独
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でやっているのもそれなりなのだけれども、一部事務組合でつくっているものは常に協議

をしなければだめなので、結果的に時間がかかって、港湾開発にしても、埋め立て開発に

しても、時によっては後手後手になる場合がある。 

 つまり、今後、さらなる分権をすすめていったときに、この制度をつくっていったとき

に、どういう役割分担にするかはわかりませんけれども、いろいろ協議の仕組みを考えな

ければならないということが出てくると思います。ただし、この場合は、協議の仕組みの

組み方によっては、時間がかかったりだとか二重手間になって、行政の効率をそいでしま

って、それだったらやらなければいいという改革に終わる可能性もあります。 

 一部事務組合でやっているものがどのぐらい現実問題で効率的にやれているのか。この

点を業種ごとに特色も見ながら検討していくことが重要ではないかと思います。 

 今後、大都市制度を考えていくときの大きな観点としては、今まで大都市圏域というの

は、どちらかというと富の部分であったとすると、今後、高齢化の中で、貧困の部分など

も集積してくる。そういう中で、大都市に関して広域自治体部分も含めてどうしたら最も

効率的、効果的な経営になるのか。この点はしっかり検討する必要があるのではないかな

と思います。 

 以上です。 

○碓井委員長 ほかに御意見ございますか。 

 辻委員の今のは、一部事務組合方式の場合に調整に手間取るというような趣旨ですか。 

○辻委員 はい。やはり一部事務組合の場合は団体間の合意がないとできませんので、県

と市でつくっている場合も非効率な場合があると言われますし、仮に23区で全部つくって

いると更に意思決定には困難を極めるということもあります。こういうものもトータルに

考えて検討していかなければならないと思います。 

○碓井委員長 私は法律しかやっていないもので、行政の実態は全くわかっていませんが、

今のような点も含めて御意見等ございますでしょうか。 

 二重行政に限らず、全体を通じて御意見等をいただいて結構でございます。 

 中尾委員、どうぞ。 

○中尾委員 先ほど西尾先生のお話で非常によくわかった部分がありまして、大都市の責

任の問題について是非議論を深めてほしいと思うのは、私事で申し訳ありませんが、きょ

うだいの１人が東京におりまして、１人が札幌、私１人が田舎の栗山にいます。というと

きの大都市の問題に対しての議論を聞いていますと、どうも富というものが、大都市で快

適にお住まいのきょうだいにジェラシーを感じながら、やはりその部分は田舎の者として

は、きちっとした責任として１つの方策をしてほしいなというのが、会長のお話を聞いて

よくわかりました。その点をよろしくお願いしたいと思います。 

○碓井委員長 今、せっかく御発言がありましたが、大都市に人が集まってきて、宅地開

発がどんどん進んだときの、その宅地開発が行われる市などの姿勢としては、勝手にと言

っては何ですが、どんどん都市に人が押し寄せてきて、財政負担を際限なく生じさせてい
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るという、そういう逆の勝手に押し寄せてくるという表現はよくないのですが、そういう

感覚もひょっとして当時の行政運営の中にはあったのかもしれません。しかし、経済の全

体の力として見ると、確かに大都市が引き寄せたということは否定できないだろうと思い

ます。 

 ほかにも御発言がありましたらどうぞ。 

 斎藤委員、どうぞ。 

○斎藤委員 まちづくりや都市計画に関して、先ほど辻委員の方から、都市計画について

はこの間の義務付け・枠付けの見直しや権限移譲で基礎自治体の方に随分移っているので、

それで解消した部分があるのではないかとありました。それはおっしゃるとおりですが、

私が考えておりましたのは、大都市制度の中で、論点の中には、東京の特別区においてど

う考えるかというものも入っていますから、東京の特別区の現状の都市計画の問題、つま

り身近なところの都市計画とか高さ規制の権限問題は厳然としてある。なおかつ、もし他

の大都市圏において東京都と同じ、特別区と同じような仕組みを入れるのであれば、まさ

に現在、東京都と特別区の間にある都市計画の配分の問題がそちらでも生ずるという面で

は残っていると考えます。 

○碓井委員長 わかりました。 

 ほかにいかがでございましょうか。 

 大山委員、どうぞ。 

○大山委員 ちょっと違うことですけれども、恐らくほかの委員の方、皆さんが感じてい

らしたと思うのですが、指定都市の皆さんからヒアリングで御意見を伺ったときに、指定

都市はすごくいろいろなものがあるのに全員一致で意見をおっしゃっていて、それが本当

なのかなという感覚がそのときにも伺っていて思いましたし、今日改めてこういう資料を

見せていただいていると、そういう感をまた深くするのです。 

 例えば指定都市からの主張として、都道府県から離れたいというものがありました。そ

れ自体が妥当かどうかはまた考えなければいけませんけれども、東京都市圏とか大阪都市

圏は、自分が属しているところから離れたところで、何も問題が解決しないように思いま

す。大都市圏自体が県境からはみ出してしまっていますから。例えば仙台みたいなところ

で宮城県から離れるというのでしたら、それはそれなりに一貫性があると思うのですけれ

ども、東京都市圏とか大阪都市圏の問題は、そういうことでは多分、全然解決しないので

はないでしょうか。指定都市からの主張は一本化していらっしゃっていますけれども、こ

ちらとしては少し分けて考えないとなかなか難しいのではないかなと思いました。 

 感想です。 

○碓井委員長 わかりました。 

 ほかにいかがでございましょうか。 

○西尾会長 ちょっといいですか。 

○碓井委員長 西尾会長、どうぞ。 
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○西尾会長 今日はやたら発言し過ぎだと反省してはいるのですけれども、御勘弁くださ

い。 

 国会議員の方々の御意見があって修文して加えたものの１つに東日本大震災を踏まえて

というものがありましたね。「大規模災害時における都道府県と大都市の役割分担について

も見直すべき点があるのではないか」と。これがどういうことを指して言っていらっしゃ

るのかがよくわからないので、ちょっとピントが外れるかもしれないのですけれども、震

災後の対応について、例えば宮城県の対応と仙台市の対応とということで言えば、幾つも

幾つも県市間でも問題はあったのかもしれませんけれども、私がその後ずっと聞いている

限りでは、１つは消防、１つは今回の瓦れきの広域処理問題で県と市の問題が出てきてい

ると思うのですけれども、どちらも問題を複雑にしているのは、国から地方公共団体に対

して協力要請をするときに、県にお願いをして、県が市町村のものをまとめて回答をして

こいというのか、実際にその仕事を持っている市にお願いをしてしまうのかという問題が

あるように思うのです。そこが非常に混乱をしているのかなという気がしています。 

 例えば消防については、県に被災地に対する応援として消防を出してほしいという要請

をしたというときに、新潟県知事は、新潟市も含めて県内の消防を結集して、県からこう

いう部隊をどこどこへ派遣しようということを知事として決めようと思ったら、新潟市は

個別に連携している自治体に対して出すことをもう決めていたから、そこへ出しますと、

県の方の要望に加わって別のところに行くのは困りますと新潟市が抜けてしまった。これ

を県知事は非常に不満に思っているわけです。最も強力な部隊である新潟市のレスキュー

隊は行ってくれないのかと。知事がとりまとめようとしても応じない。この県市間の関係

について知事は不満を持っている。 

 ところが、よその県に行くと、総務省に関係のある話ですけれども、ある県に消防庁か

ら市にダイレクトに要請があったと。県庁所在地の市に対して、おたくの消防を出してく

れないか。そこの市長は話が違うだろうと。それはやはり県に言うべきことではないかと。

県に来たときに県庁所在地の消防も含めて、ほかの市町村の消防も県としてまとめて、こ

ういう部隊を編制してどこどこへ出そうととりまとめるのは県の役割になっているのだか

ら、ダイレクトに市に言ってくるのはおかしいと抗議した市長がいる。この辺で考え方が

ずれているわけです。実際に出せる能力を持っているところへ国がダイレクトに言ってし

まえばいいのではないかと思うのですけれども、そういうやり方をすると、今度は県を通

してこいという市長さんもいる。そういうややこしさがあったのではないかという気がし

ます。 

 もう一つは、瓦れきの広域処理問題ですけれども、御存じのとおり、国自身は焼却施設

も埋め立て施設も持っていない。最終処分場も持っていないわけです。だから、被災した

地域の自治体が処理できないものは最終的には国が代行するとかと法律は書いているので

すけれども、国が代行するといっても自分で焼却施設も処分場も持っていないわけですか

ら、やるとしたら自治体に協力してもらうか、産業廃棄物業者に協力してもらうかしかな
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いというのが国の立場です。だから、多分、環境省は逃げに逃げまくって広域処理をした

いのだろうと察しますが。 

 そうすると、広域処理をするという話は、全部一応都道府県と政令市に対して要請して

いるのです。でも、ほとんど県は焼却場を持っていないわけです。かつて直営していた東

京都は別として、自分自身では、今はもう特別区一部事務組合ですから、自分で焼却場を

持っていない。そういう都道府県に対して要請しているわけですけれども、結局、焼却施

設を持っている市町村を県内から協力するところを見つけ出してくることしか府県として

はしようがないわけです。最終的に引き受けるのは市町村あるいはその事務組合であるわ

けです。そういうときに、府県を通すという仕組みをどうしてもやるのかという問題があ

るという気がするのです。 

 東京都がだまってどんどん広域処理を受け入れたりするのは、東京都は焼却場こそ今は

自分で持っていませんけれども、最終処分場を都が持っているのです。東京都の埋立地。

引き受けたところは燃やすのはいいのですけれども、燃やした後の灰をどこに埋めるかが

大問題なのです。放射能で汚染しているかもしれないというものを埋めるということにな

りますから、最終処分場を自ら持っていないところは容易に引き受けられないですね。東

京都はそこを自分で持っているからこそまとめられたわけです。それを持っている可能性

があるのは大阪。埋立地で持っている。限られているわけです。 

 そういうときに、広域処理を要請するときにどうして都道府県から通すという仕組みを

せざるを得ないのだろうか。その辺が話を混乱させている原因ではないか。国があること

を、協力要請を自治体にするというときのルートのつくり方というか、仕組みというのか、

そこがいろいろな問題を含んでいるからこそ対応に苦労しているのではないかという気が

するのですけれども、違いますか。そういう問題ではありませんか。 

○碓井委員長 今日は消防庁の御関係の方はいらっしゃっていないようですが。せっかく

こういう災害時の対応の仕方も問題提起として出されていますから、もし可能でしたら、

以降の会議に簡単で結構ですから、資料をお出しいただければありがたいと思います。 

 ほかに御発言ありましたらお願いいたします。 

 よろしゅうございますか。 

 まだ少々時間がございますけれども、皆様から活発な御発言をいただきましたので、特

段御発言もないようですので、本日はここまでとさせていただきたいと存じます。 

 次回でございますが、６月27日午前10時30分より開催することといたします。開催に際

しましては、改めて事務局より御連絡させていただきますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、これをもちまして、本日の専門小委員会を閉会いたします。 

 どうもありがとうございました。 


